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２０１５年 2 月１5 日 NO．３ 

●基本給及び初任給を、社員一人平均６，０００円の引き上げ。 

●定期昇給は、４係数とする。 

●エルダー社員及びグリーンスタッフについても社員に準じた引上げ。 

●２０１５年夏季手当は、基準内賃金の３．２ヶ月分（６月２６日までに支払） 

●５５歳以上の社員に対し一律３万円加算 

●エルダー社員及びグリーンスタッフの精勤手当に一律３万円加算 

●第二基本給の廃止。 

●年間総労働時間を 1,800時間とすること。 

●扶養手当を配偶者 17,500円、子 5,000円に引き上げること。 

●時間外割増率を B単価 150/100、D単価 200/100に引き上げること。 

●年休完全消化のための適正人員の配置。半休取得の事由撤廃。時間単

位の取得などの制度改正の実施。 

「2015春季生活闘争勝利」 
関東ブロック春闘集会 

    日時 2015年 3月 3日（火）14時 

    場所 田町交通会館５Ｆ 


